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平成 21年 6月１日

福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

福島町議会議員 ４番 木 村 隆 ㊞

一 般 質 問 通 告 書

平成２１年度福島町議会定例会６月会議において、次の件について質問したいの

で、会議条例第６３条第２項の規定により通告します。

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手
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当町は、都市部に比べて習い事も少なく、少子化の影

響により、競争力や選択肢が不足している。子供を育む

環境の整備を最重要課題に掲げる町としては、将来を担

う子供達に夢を持たせるきっかけ作りが必要である。

子供達が体験、学習できる場を増やし、ほとんど活躍

の場がない、人材バンクに登録している町民を講師に向

かえ、世代を超えた町民交流や、地域文化、伝統、技術

を継承する場として、小中学生を対象にした積極的な生

涯学習講座の開講が必要ではないでしょうか。

教育長

注)１ 質問の要旨は、簡潔明瞭に記載すること。なお、記載外については、質問できません。

２ 質問の相手は、町長、行政委員会の長又は監査委員とする。


